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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第73期

第１四半期連結
累計期間

第74期
第１四半期連結

累計期間
第73期

会計期間

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　６月30日

自平成29年
　４月１日
至平成29年
　６月30日

自平成28年
　４月１日
至平成29年
　３月31日

売上高 （百万円） 48,896 51,759 204,953

経常利益 （百万円） 2,694 3,758 12,843

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,816 2,640 6,886

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,138 3,257 9,739

純資産額 （百万円） 119,137 127,280 125,438

総資産額 （百万円） 209,101 210,662 213,026

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 22.37 32.50 84.78

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 21.33 31.01 80.84

自己資本比率 （％） 55.79 59.17 57.65

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
 

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(１) 業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いております。先行きにつきまして

は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待されます

が、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある状況となっております。

　航空業界におきましては、航空自由化（オープンスカイ）やＬＣＣ（ロー・コスト・キャリア）の路線拡大等

による競争の激化、上下一体化による効率運営を目指した空港経営改革や首都圏空港の機能強化の具体化に向け

た動きが進むなか、政府は「観光先進国」という新たな挑戦に向けて訪日外国人旅客数について２０２０年の目

標値を２,０００万人から４,０００万人へ大幅に上方修正しており、２０１６年の訪日外国人旅客数は２,４００

万人を超えるなど、事業環境は大きく変化しつつあり、一層競争力強化に向けた取組みが求められております。

　当第１四半期連結累計期間の航空旅客数につきましては、羽田空港国内線、羽田空港・成田空港・関西空港の

国際線の航空旅客数はいずれも前年同期を上回っております。

　このような状況の中、当社グループは、全てのステークホルダーに満足していただける空港を目指すととも

に、事業及び収益機会を創造し、持続的成長を果たすべく、長期ビジョンとして「To Be a World Best

Airport」を掲げました。その長期ビジョンに基づき、中期経営計画（平成28年度から平成32年度）を策定し、羽

田空港の「あるべき姿」の追求、強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化、収益基盤再構築・競争優位の確

立を戦略の３本柱とし、その実践基盤として組織・ガバナンスの再編・強化に取り組んでおります。

　羽田空港の強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化につきましては、本年４月に羽田空港国内線第１・２

旅客ターミナルの有料ラウンジを「POWER LOUNGE」としてリニューアルオープンしたほか、５月には、ビジネス

パーソンをターゲットとしたビジネスモールプロジェクトの第１フェーズとして、レンタルオフィス、会議室、

ビジネスラウンジとしてご利用いただける「リージャスエクスプレス」を羽田空港国内線第１旅客ターミナルの

マーケットプレイス５階にオープンいたしました。さらに、お台場に家電製品を中心に外国人旅客に人気のアイ

テムを取り揃えた「Air BIC CAMERA」を、羽田空港国際線旅客ターミナルビル、成田空港に次ぐ３店舗目として

開業いたしました。また、空港型市中免税店「Japan Duty Free GINZA」につきましては、各種集客対策に努めた

結果、順調に推移いたしました。今後も引き続き中長期的な増加が見込まれる訪日外国人による国内消費の機会

を捉え、収益の確保に努めてまいります。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、営業収益は ５１７億５千９百万円（前年同期

比 ５.９％増）、営業利益は ２７億８千７百万円（前年同期比 ６１.６％増）、経常利益は ３７億５千８百万

円（前年同期比 ３９.５％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は ２６億４千万円（前年同期比 ４５.３％

増）となりました。

　なお、羽田空港旅客ターミナルビルは、英国SKYTRAX社が実施する２０１７年国際空港評価の空港総合評価であ

る「World's Best Airports」において昨年の４位から大きく順位を上げ、世界第２位を受賞しました。また、部

門賞である「The World's Cleanest Airports」については２年連続（４回目）の世界第１位、「World's Best

Domestic Airports」では５年連続で世界第１位となりました。今後もこれに満足することなく、２０２０年の東

京オリンピック・パラリンピックに向けて、今まで以上に羽田空港全体で連携しながら、空港を利用されるお客

様を第一に考え、安全性はもちろん、利便性、快適性及び機能性に優れたサービスを提供し、お客様から信頼さ

れ続ける世界ナンバーワン品質の旅客ターミナルビルを目指し、航空輸送の発展に貢献してまいりたいと考えて

おります。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、営業利益はセグメント利益に該当します。
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（施設管理運営業）

　家賃収入につきましては、航空会社事務室の貸増及び一般貸室の増加等により、前年同期を上回りました。

　施設利用料収入につきましては、国内線航空旅客数の増加により、国内線旅客取扱施設利用料が増加となる

等、前年同期を上回りました。

　その他の収入につきましては、羽田空港国際線旅客ターミナルビルにおける業務受託料収入や、請負工事収入

の増加等により、前年同期を上回りました。

　その結果、施設管理運営業の営業収益は １３８億円（前年同期比 ７.７％増）、営業利益は業務委託費の増加

等があったものの、１６億７千９百万円（前年同期比 ２９.３％増）となりました。

 

（物品販売業）

　国内線売店売上につきましては、国内線航空旅客数の増加等により、前年同期を上回りました。

　国際線売店売上につきましては、空港型市中免税店の増収があったものの、関西空港において一部ブティック

店舗の契約形態を変更したこと等により、前年同期を下回りました。

　その他の売上（卸売）につきましては、羽田空港国際線旅客数の増加に伴い、同ターミナルビル店舗への卸売

が好調に推移したこと等により、前年同期を上回りました。

　その結果、物品販売業の営業収益は ３３９億５千２百万円（前年同期比 ５.３％増）、営業利益は卸売を中心

に売上総利益が伸びたこともあり、２３億４千８百万円（前年同期比 ４０.７％増）となりました。

 

（飲　食　業）

　飲食店舗売上につきましては、国内線航空旅客数の増加等により、前年同期を上回りました。

　機内食売上につきましては、顧客である外国航空会社の減便や取引終了があったものの、搭乗率の増加や新規

取引等により、前年同期を上回りました。

　その他の売上につきましては、羽田空港国際線旅客ターミナルビルでの業務受託料収入の増加等により、前年

同期を上回りました。

　その結果、飲食業の営業収益は ５３億２千９百万円（前年同期比 ５.０％増）、営業利益は飲食店舗を中心に

原価率の改善が進んだことが奏功し、１億５千４百万円（前年同期比 ３７０.４％増）となりました。

 

 

(２) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　当社グループは、全てのステークホルダーに満足していただける空港を目指すとともに、事業及び収益機会を

創造し、持続的成長を果たすべく、長期ビジョンとして「To Be a World Best Airport」を掲げました。その長

期ビジョンに基づき、中期経営計画（平成28年度から平成32年度）を策定し、羽田空港の「あるべき姿」の追

求、強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化、収益基盤再構築・競争優位の確立を戦略の３本柱とし、その

実践基盤として組織・ガバナンスの再編・強化に取り組んでおります。

　航空業界におきましては、航空自由化やＬＣＣの路線拡大等による競争の激化、上下一体化による効率運営を

目指した空港経営改革や首都圏空港の機能強化の具体化に向けた動きが進む中、政府は「観光先進国」という新

たな挑戦に向けて訪日外国人旅客数について２０２０年の目標値を２,０００万人から４,０００万人へ大幅に上

方修正しており、２０１６年の訪日外国人旅客数は２,４００万人を超えるなど、事業環境は大きく変化しつつあ

り、一層競争力強化に向けた取組みが求められております。

　当社グループはこのような変化に対応するため、羽田空港の基盤強化はもとより、これまでに培ったノウハウ

を活かした空港外での事業展開を始め、より一層競争力強化に向けた取組みが必要であると考えております。

　具体的には、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック及び羽田空港の発着枠年間3.9万回の増枠による

国内線第２旅客ターミナルビルの一部国際化に向け確実に対応することが挙げられます。特に後者については、

昨年12月に、国土交通省の「平成29年度航空局関係予算決定概要」に盛り込まれたこともあり、２０２０年春ま

でに増枠対応に向けたターミナルビル拡充計画を着実に推進してまいります。本計画は、当社収益の拡大に寄与

するとともに、内際共用ターミナルビル整備に伴い、際内・内際ハブ機能がより一層強化され、乗継利便向上、

地方への経済効果波及、地方空港の活性化にも資することと認識しておりますので、当社としても積極的に関与

して参りたいと考えております。

　空港外での事業展開におきましては、昨年12月にロシアのハバロフスク国際空港における旅客ターミナル整備

運営事業を共同で実施するにあたり覚書を締結し、協議を推進することを確認いたしました。今後も羽田空港で

培った当社の経験とノウハウを活かして国内外空港の運営権等の入札案件へ積極的に参加し、コンサルティング

業務の提供や国プロジェクト等への技術協力を行うことを通じ、収益機会の拡大を推進してまいります。

　また、日本の玄関口として世界最高水準の安全性確保はもとより、地方創生事業の推進や最先端技術の導入を

図りながら、SKYTRAX社の空港評価における連続受賞など羽田空港の包括的なブランディングに努めてまいりま
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す。そして、他業種との連携や羽田空港外への展開により事業領域の拡大を進めるとともに、羽田空港国内線旅

客ターミナルビルの顧客満足度の向上と収益拡大に向けた施設の改修やオペレーション改善による効率化など、

確固たる羽田空港の基盤強化に努めてまいります。

　営業面における当面の課題としては市中免税店事業への対策が柱となりますが、中長期的にも増加が見込まれ

る訪日外国人による国内消費を確実に取り込むべく、必要な施策を実施してまいります。当社を取り巻く事業環

境の変化及び課題を的確に捉えつつ、新たな価値を創造する環境の整備や株主・投資家に対する対話機会の拡大

と各施策の確実性を高めるために組織・ガバナンスの再編・強化を図りながら、中期経営計画を推進してまいり

ます。

　当社は、空港法に基づく、羽田空港における国内線旅客ターミナルビルを建設・管理運営する空港機能施設事

業者としての責務を果たすべく、今後とも日本経済や航空業界の動向等を見極め、公共性と企業性の調和という

基本理念と中期経営計画に基づき、グループ一丸となって旅客ターミナルビルの利便性、快適性及び機能性の向

上を目指し、顧客第一主義と絶対安全の確立に努め、絶え間ない羽田空港の価値創造と航空輸送の発展に貢献す

ることにより、企業価値の向上を図ってまいります。

 

　当社の会社支配に関する基本方針、及び会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み、並びに会社支

配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組みの各概要は以下のとおりです。

 

　①会社の支配に関する基本方針

　　　当社は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、これを受け入れるか否かの最終的な判断はその時点

における株主の皆様に委ねられるべきものであると考えます。

　　　当社は羽田空港において、航空系事業として、国内線旅客ターミナルビルの建設、管理運営を行うととも

に、国際線旅客ターミナルビルを建設、管理運営する東京国際空港ターミナル株式会社の筆頭株主として、同

社から国際線旅客ターミナルビルの主要な運営業務の一括受託などを行っております。一方、非航空系事業と

して、羽田空港、成田国際空港、関西国際空港並びに中部国際空港において物品販売業等を営み、その収益を

基盤として航空界の急速な発展に即応した旅客ターミナルビルの拡充整備に努めており、また、これまで培っ

たノウハウを活かした空港外での事業展開を図ってまいりました。そのため、当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者は、旅客ターミナル事業の有する高度の安全性と公共性についての適切な認識に加え、当社の

企業価値の源泉をなす重要な経営資源（独創性の高い技術・ノウハウ、特定の市場分野における知識・情報、

長期にわたり醸成された取引先との深い信頼関係、専門分野に通暁した質の高い人材等）への理解が不可欠で

あると考えます。

　　　また、中長期的な増加が見込まれる訪日外国人による国内消費を取り込む施策を実施し、これらを支える、

新たな価値を創造する環境の整備や株主・投資家に対する対話機会の拡大と各施策の確実性を高めるために組

織・ガバナンスの再編・強化を図りながら、中期経営計画を邁進してまいります。

　　　当社は、当社の事業活動や事業方針等を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めており

ますものの、大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいます。）が突然現れた場合に、

当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響について株主の皆様が短期間の内

に適切に判断するためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から、大規模買付行為が当社に与える影響

や、大規模買付者が計画する当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計画の内容等の情報が適切かつ十分

に提供されることが不可欠と考えます。さらに、当該大規模買付行為に関する当社取締役会による検討結果等

の提示は、株主の皆様の判断に資するものであると考えます。

　　　以上を考慮した結果、当社としましては、大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付者において、株

主の皆様の判断のために、当社が設定して事前に開示する一定のルールに従って、大規模買付行為に関する必

要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供していただく必要があると考えております。また、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を毀損することとなる悪質な当社株式の大規模買付行為を防止するため、大規模

買付者に対して相応の質問や大規模買付者の提案内容等の改善を要求し、あるいは株主の皆様にメリットのあ

る相当な代替案が提示される機会を確保し、さらには当該大規模買付ルールを遵守しない大規模買付行為に対

しては企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上の観点から相当な措置がとられる必要があると考えてお

ります。
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　②会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

　　当社は、会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、下記③で記載するもののほか、

以下の取組みを行い、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に努めております。

 

　(ⅰ)中期経営計画に基づく取組み

　　　当社は、旅客ターミナルビルにおける絶対安全の確立のため、さらなる安全対策強化に全力を傾注するとと

もに、羽田空港国内線第１旅客ターミナルビル及び第２旅客ターミナルビルの一体的運営による一層の効率化

を図り、運営諸費用の増加等への対策に努めております。また、東京国際空港ターミナル株式会社を建設、管

理運営主体とする国際線旅客ターミナルビルにつきましては、同社の筆頭株主として、主要な運営業務の一括

受託などを行っております。併せてお客様本位の旅客ターミナルビルの運営を目指し、当社グループＣＳ理念

「訪れる人に安らぎを、去り行く人にしあわせを」の下、顧客第一主義を徹底するほか、積極的な人材育成を

図り、全社を挙げて一層のサービス向上、さらなる収益の向上に努めることとし、中期経営計画に基づく諸施

策に積極的に取り組んでおります。

　　　こうした中、当社グループの営業の基幹となる羽田空港につきましては、平成25年に閣議決定された日本再

興戦略に首都圏空港機能の更なる強化が盛り込まれたほか、いわゆる民活空港運営法が施行され、滑走路等の

空港基本施設と旅客ターミナルビル等の空港機能施設の一体運営・民営化を目指す国管理空港等の経営改革の

動きが更に具体化するなど、取巻く環境は大きく変化しつつあります。また、航空自由化やＬＣＣの路線拡大

等による競争の激化、上下一体化による効率運営を目指した空港経営改革や首都圏空港の機能強化の具体化に

向けた動きへと進むなか、政府は「観光先進国」という新たな挑戦に向けて訪日外国人旅客数について２０２

０年の目標値を２,０００万人から４,０００万人へ大幅に上方修正しており、２０１６年の訪日外国人旅客数

は２,４００万人を超えるなど、事業環境は大きく変化しつつあり、首都圏空港機能はさらに飛躍的な強化が求

められております。

　　　当社グループはこのような変化に対応するため、羽田空港の基盤強化はもとより、これまでに培ったノウハ

ウを活かした空港外での事業展開を始め、より一層競争力強化に向けた取組みが必要であると考えておりま

す。

　　　以上のことを背景に、当社グループは、全てのステークホルダーに満足いただける空港を目指しながら、事

業及び収益機会を創造し、持続的成長を果たすべく、長期ビジョンとして「To Be a World Best Airport」を

掲げ、その長期ビジョンに基づき、中期経営計画（平成28年度から平成32年度）におきましては、羽田空港の

「あるべき姿」の追求、強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化、収益基盤再構築・競争優位の確立を戦

略の３本柱とし、その実践基盤として組織・ガバナンスの再編・強化に取り組んでまいります。

　　　具体的には、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けた確実な対応とともに、日本の玄関口と

して世界最高水準の安全性確保はもとより、地方創生事業の推進や最先端技術の導入を図りながら、SKYTRAXの

連続受賞など羽田空港の包括的なブランディングに努めてまいります。また、他業種との連携や羽田空港外へ

の展開により事業領域の拡大を進めるとともに、羽田空港国内線旅客ターミナルビルの顧客満足度の向上と収

益拡大に向けた施設の改修やオペレーション改善による効率化など、確固たる羽田空港の基盤強化に努めてま

いります。営業面における当面の課題としては市中免税店事業への対策が柱となりますが、中長期的な増加が

見込まれる訪日外国人による国内消費を確実に取り込むべく、必要な施策を実施してまいります。あわせて、

これらを支えるべく、新たな価値を創造する環境の整備や株主・投資家に対する対話機会の拡大と各施策の確

実性を高めるために組織・ガバナンスの再編・強化を図りながら、中期経営計画を推進してまいります。

 

　(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組み

　 (ア)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　　　当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を

図るため、創業以来、社外取締役及び社外監査役を選任しております。原則毎月１回開催される取締役会は、

常勤取締役11名、独立役員２名を含む非常勤の社外取締役４名で構成され、経営の基本方針、法令で定められ

た事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしております。監査

役会は、常勤監査役２名、独立役員２名を含む非常勤の社外監査役３名で構成され、監査役は、取締役会やそ

の他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視できる体制と

なっております。

 

　 （イ）会社の機関の内容

　　　当社の取締役会は、非常勤の社外取締役４名を含む15名の取締役で構成されております。取締役会は原則毎

月１回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとと

もに業務執行状況の監督機能を果たしております。また、常勤取締役及び執行役員等で構成される経営会議を

原則毎週１回開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本方針及び重要事項を審議

し、あわせて業務全般にわたる監理を行っております。

EDINET提出書類

日本空港ビルデング株式会社(E03863)

四半期報告書

 6/25



　　　さらに、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役および執行役員の任期を１年にしております。

　　　当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役は２名、非常勤の社外監査役は３名となっております。監査

役は、取締役会やその他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全

性を監視しております。

　　　これらに加え、取締役の報酬等の透明性、妥当性及び客観性を確保することを目的に、社外取締役及び社外

監査役と代表取締役社長で構成する報酬諮問委員会を設置し、原則年１回開催することとしております。

　　　社外取締役の関係する会社と当社の間には、旅客ターミナルビルの賃貸、乗車券受託販売等の取引がありま

すが、いずれも会社間での一般的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。

　　　会計監査の状況につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査を新日本有限責任監査法人に

依頼しており、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害

関係はありません。

　　　リスク管理につきましては、リスクマネジメントの基本方針等を定めたリスク管理規程を遵守するととも

に、リスク調査により抽出された課題への対応策に取り組み、対応状況を適宜経営会議等に報告しておりま

す。関係会社についても、当社取締役が各子会社の重要な会議に参加し監督するとともに、関係会社管理規

程に基づき、当社代表取締役社長が議長を務めるグループ経営会議を開催して、各子会社の業務執行状況等

の報告を受ける等して、関係会社の管理・監督を行っております。

 

　 （ウ）内部統制システムの整備の状況

　　　当社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容の概要は以下のとおりです。

 

　　Ⅰ．取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　　A) コンプライアンス宣言を発し、グループ全体でコンプライアンス向上に取り組む決意表明を行うととも

に、コンプライアンス基本指針により、役員及び使用人の行動規範を定め、コンプライアンス推進委員会

規程に基づき代表取締役社長を委員長とし、各子会社社長が委員を務めるコンプライアンス推進委員会を

設置する等、その推進のための体制を整えている。

　　　B) コンプライアンス情報窓口（通報制度）を設置し、違法行為等の発生防止と万一発生したときにおける会

社への影響を極小化するための体制をとっている。

　　　C) コンプライアンス統括部門が中心となり、研修会・説明会を開催し、コンプライアンスの徹底を図ること

としている。

　　　D) 取締役会規程及び経営会議規程を整備し、それらの会議体において各取締役の職務の執行状況について報

告がなされる体制を整えている。

　　　E) 組織規程、就業規則等、法令及び定款に基づく各種社内規程を制定し、これに従い職務の執行がなされる

体制を整えている。

　　　F) 内部監査部門において各部門における職務執行の状況を監査する体制を整えている。

 

　　Ⅱ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　取締役の職務の執行に係る情報について、文書管理に関する社内規則に従い適切に保存及び管理を行うこと

としている。

 

　　Ⅲ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　A) リスク管理に係る体制を整備するため、リスク管理規程を制定している。

　　　B) 内部監査部門は各部門のリスクを定期的に洗出しした上、リスク情報として提供し、各部門が対応するこ

ととしている。

　　　C) 全社的リスク等重要性が高いと評価されたリスクについては、経営企画部を中心として各部門がリスクを

未然に防止するための対応策をとりまとめ、適宜経営会議及びグループ経営会議等へ報告することとして

いる。

 

　　Ⅳ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　A) 「取締役会」は取締役会規程に基づき原則毎月１回、子会社においては原則３カ月に１回開催しており、

経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状

況の監督機能を果たしている。

　　　B) 「経営会議」は経営会議規程に基づき常勤取締役及び執行役員等が出席し、原則毎週１回、子会社におい

ては月２回程度開催しており、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本方針及び重

要事項を審議し、あわせて業務全般にわたる監理を行っている。
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　　　C) 取締役の職務の確実かつ効率的な運営を図るため、組織規程を定めている。

　　　D) 会社の業務執行に関する各職位の責任と権限を明確にし、会社業務の効率的・組織的運営を図ることを目

的とし、職務権限規程を定めている。

　　　E) 平成21年４月１日以降は、執行役員制度を導入し、監督と執行の分離及び意思決定の迅速化を図るととも

に、執行機能の向上を図るため、「常務会」を「経営会議」に改組し、執行役員もこれに出席できること

としている。

 

　　Ⅴ．株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　　A) 関係会社管理規程を制定し、親会社による子会社の管理、親会社・子会社間の業務の適正に関する基本方

針を定め、グループ会社の業務執行の適正を確保する体制を整えている。

　　　B) 関係会社管理規程に基づき、グループの総合的な事業の進展と子会社の育成強化を目的にグループ経営会

議を設置し、定期的な業務執行状況等の報告を受けている。

　　　C) 当社及びその子会社は、社会のルールや倫理基準に沿った適切な行動をとることを定めた「コンプライア

ンス基本指針」により、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当、不法

な要求には一切応じない旨定めている。

　　　D) 当社及びその子会社は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制に関する報告書の提出につい

て、必要な文書化・内部テスト・評価等の活動を行い、財務報告に係る内部統制の充実を図っている。ま

た、これらの活動を監督・評価する内部統制室を当社に設置し、必要な作業を行っている。

　　　E) 内部監査部門において子会社の業務執行状況を監査する体制を整えている。

 

　　Ⅵ．取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　　　A) 取締役、執行役員及び使用人は、内部統制に関する事項について監査役に対し定期的に、また重要事項が

生じた場合は都度報告するものとし、監査役は必要に応じて取締役、執行役員及び使用人（子会社を含

む。）に対して報告を求めることができる。

　　　B) 監査役は、重要な議事録、決裁書類等を常時閲覧できるものとする。

 

　　Ⅶ．前項の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

　　　報告内容は秘匿扱いとし、コンプライアンス基本指針に基づき報告者に対して不利な扱いを行わない。

 

　　Ⅷ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　　　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、専任の使用人を配置する。

 

　　Ⅸ．前項の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の

確保に関する事項

　　　監査役の職務を補助すべき専任の使用人を取締役から独立した役職に配置した場合には、その人事異動等に

関して、監査役と事前協議を行うこととする等により、取締役からの独立性を確保し監査役の指示の実効性を

確保する。

 

　　Ⅹ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　　　監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等を監査役が請求した場合は、会社は、監査役の職

務の執行に必要でないと認められる時を除き、これを拒むことができない。

 

　　Ⅺ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　A) 監査役は、監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用するよう体制を整えている。

　　　B) 監査役は、取締役会ほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席

することとしている。
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　③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

　　　ことを防止するための取組み

　　　当社は、①で述べた会社の支配に関する基本方針に照らし、大規模買付行為が行われる場合に関して以下の

とおり大規模買付ルールを定めることとし、かつ、大規模買付者が当該ルールを遵守しなかった場合における

対抗措置の発動に係る手続について定めることとします。これをもって、会社の支配に関する基本方針に照ら

して不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みといたし

ます。

 

　(ⅰ)本対応方針に関する取締役会決議

　　　当社は、平成29年６月29日の取締役会において、本対応方針を本定時株主総会終結時以降も継続する旨の決

議を行いました。

　　　①で述べましたとおり、大規模買付行為が行われるに際しては、株主の皆様の判断のために、大規模買付

ルールに従って、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報が事前に提供され、相当な検討期間と交渉力が

確保されることが重要であると当社は考えております。当社取締役会は、必要と認めれば、大規模買付者に対

する買収条件の改善要求や大規模買付者の提案の問題点の指摘、当社取締役会としての株主の皆様に対する代

替案の提示等も行います。かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、必要かつ十分な情報を踏ま

えた上で、大規模買付者の提案や代替案が提示された場合にはその代替案を検討することが可能となり、ま

た、下記(ⅲ)(オ)に定める株主意思確認総会の場において株主の皆様の意思を確認する機会が設けられること

により、大規模買付行為に対する最終的な応否を自ら決定する機会が適正に確保されることとなります。

　　　本対応方針において対抗措置として想定されております特定株主グループの行使に制約が付された新株予約

権（以下「本新株予約権」）の無償割当ての概要は、当社ウェブサイトに掲載の「当社株式に対する大規模買

付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について」の別紙１記載のとおりです。本新株予約権の無償割当て

に関する内容を可能な範囲で予め開示しておくことで、予測可能性の観点から株主及び投資家の皆様の利益に

資するものと考えております。本新株予約権の無償割当ては、下記(ⅲ)(キ)のとおり、不発動決議を得ない大

規模買付行為が現に行われた場合にはじめてその効力が生じるものですので、現時点で本新株予約権が実際に

発行されるものではありません。

　　　また、当社は、本対応方針に関して当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行い

ます。

 

　(ⅱ)独立委員会の設置

　　　大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するものか否かの検討・審議を行い、大規模

買付行為に関する当社取締役会の判断及び対応の公正を担保する機関として、独立委員会を設置します。独立

委員会の委員は３名以上とし、公正で中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し

ている当社社外取締役、当社社外監査役、及び社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任します。

　　　当社取締役会は、大規模買付行為が開始された場合に当該大規模買付行為との関係では対抗措置を発動しな

い旨の不発動決議の是非について独立委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重する

ものとします。

 

　(ⅲ)大規模買付ルール

　　　大規模買付ルールとして、大規模買付者は、定められた手続きに従い情報提出等を行うものとし、かつ、情

報提出手続き等を経て、当社取締役会が下記(ⅲ)(カ)に定めるところに従い不発動決議を行うまで、大規模買

付行為を行わないこととします。

 

　　(ア)大規模買付意向表明書の当社への事前提出

　　　大規模買付者は、大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の当社所定の書式による意向表明書

（以下「大規模買付意向表明書」といいます。）を事前に当社に対して提出して頂きます。

　　　大規模買付意向表明書には、大規模買付者の概要（法人名、個人名又はグループ名、それぞれの住所、代表

者、事業内容、主要株主又は主要出資者の概要、国内連絡先、設立準拠法、大規模買付者のグループ会社・関

連ファンドその他の関係者に関する情報等を含みます。）、大規模買付者が現に保有する当社株券等の数及び

今後取得を予定する当社株券等の数、大規模買付ルールに従う旨の誓約等を記載していただくことになりま

す。なお、大規模買付意向表明書の提出にあたっては、商業登記簿謄本及び定款の写し等、大規模買付者の存

在を証明する書類等を添付して頂きます。

　　　当社は、大規模買付意向表明書が提出された場合には、法令及び適用ある上場規則の規定に則り、適切に開

示を行っていく予定です。
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　　(イ)大規模買付行為に関する情報の提出

　　　大規模買付者から大規模買付意向表明書をご提出いただいた場合、当社は当該大規模買付者に対し、改めて

ご提出いただく情報の項目を記載した情報リストを10営業日（初日不算入）以内に交付いたします。

　　　大規模買付者は、当社より交付を受けた情報リストに基づき、大規模買付者（そのグループ会社・関連ファ

ンドその他の関係者を含みます。）及び特定株主グループを構成することになる者等の概要（事業内容、当社

の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、大規模買付行為の目的、買付対価の種

類、金額及びその算定根拠、買付資金の裏付け又は調達先、既に保有する当社株券等に関する担保設定状況、

今後買い付ける当社株券等に関する担保設定の予定（予定している担保設定の方法及び内容を含みます。）、

大規模買付行為後の当社に対する具体的方針（経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策等を含み

ます。）、大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはそ

の内容、並びに当社の株主、従業員、取引先、顧客、地域社会その他当社の利害関係者との関係について大規

模買付行為後に予定する変更の有無及びその内容等、株主の皆様のご判断及び下記(ⅲ)(エ)の独立委員会の検

討のために必要かつ十分な情報（以下「大規模買付行為に関する情報」といいます。）を記入の上、当社にご

提出頂きます。

　　　当社取締役会は、提出された大規模買付行為に関する情報が不十分であると判断した場合には、大規模買付

者に対し、適宜回答期限を定めた上、追加的に大規模買付行為に関する情報を提出するよう求めることがあり

ます。この場合、大規模買付者においては、当該期限までにかかる情報を追加的に提出して頂きます。

　　　また必要に応じて、ご提出頂いた情報の一部又は全部を、株主の皆様に開示いたします。

 

　　(ウ)独立委員会による検討開始に係る通知

　　　当社は、当該大規模買付行為に関する情報の提出が完了したと認められる場合等、独立委員会による検討を

開始するのが適当と合理的に判断される場合には、その旨を大規模買付者に通知し開示するとともに、独立委

員会による検討の開始を依頼いたします。

 

　　(エ)独立委員会による検討及び不発動勧告決議

　　　独立委員会は、当社取締役会が大規模買付者に対する上記(ⅲ)(ウ)の通知を行ってから原則として60営業日

（初日不算入）（但し、円貨の金銭のみを買付対価とする当社株券等のすべての買収を目的とする大規模買付

行為以外に関しては90営業日（初日不算入））が経過するまで（以下「独立委員会検討期間」といいます。）

に、大規模買付行為の内容の検討、大規模買付者に関する情報収集、及び当社取締役会等の提供する代替案の

検討等を行います。

　　　また、独立委員会は、その裁量において、直接又は当社取締役会に委任した上で、当該大規模買付者等と当

該大規模買付行為の内容について協議・交渉等を行うことができます。

　　　なお、独立委員会は、合理的必要性があると認めた場合には、大規模買付行為の内容に関する情報収集や検

討等に必要とされる合理的な範囲内で、30営業日（初日不算入）を上限として独立委員会検討期間を延長する

旨の決議を行うことができます（但し、当該延長の期間及びその理由について、開示いたします。）。

　　　独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、

コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。

　　　大規模買付者は、独立委員会が、直接又は当社取締役会に委任した上で、検討資料その他の情報提供、協

議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。独立委員会は、当該大規

模買付行為に関する情報の検討等の結果、全員一致の決議により、当該大規模買付行為が当社企業価値を毀損

し会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれがないものと認める場合には、独立委員会検討期間の終

了の有無を問わず、当社取締役会に対して、不発動決議を行うべき旨を勧告する決議（以下「不発動勧告決

議」といいます。）を行うものとします。なお、独立委員会は、当社取締役会を通じて、不発動勧告決議の概

要その他独立委員会が適切と判断する事項について、決議後速やかに情報開示を行います。

 

　　(オ)株主総会における株主意思確認

　　　独立委員会は、独立委員会検討期間内に不発動勧告決議を行うに至らなかった場合には、当該大規模買付行

為に対する対抗措置に係る株主の皆様の意思を確認するための株主総会（以下「株主意思確認総会」といいま

す。）を開催する旨を勧告することとし、かかる勧告を受けて当社取締役会は、株主意思確認総会の招集を速

やかに決定するものとします。また、この場合当社は、提出を受けた大規模買付行為に関する情報の概要、当

社取締役会による代替案、及び当該大規模買付行為に関する当社取締役会による検討結果等、当社取締役会が

株主の皆様の判断に資する情報として適切と判断する事項について、開示いたします。

EDINET提出書類

日本空港ビルデング株式会社(E03863)

四半期報告書

10/25



 

　　　なお、株主意思確認総会を開催するために、当社取締役会は、当該株主総会において議決権を行使できる株

主を確定するための基準日（以下「議決権基準日」といいます。）を定め、当該基準日の２週間前までに公告

を行うものとします。当該株主意思確認総会において議決権を行使することのできる株主は、議決権基準日に

おける最終の株主名簿に記載又は記録された株主とします。

　　　上記議決権基準日の設定にかかわらず、独立委員会検討期間経過時点で、当社定時株主総会その他の株主総

会において議決権を行使することのできる株主の確定に関する基準日が既に定められている場合であって、当

該株主総会において当該大規模買付行為に対する対抗措置に係る株主の皆様の意思の確認を求めることが合理

的に可能かつ適切であると当社取締役会が判断した場合には、当該株主総会を株主意思確認総会として取り扱

うことができるものとします。

　　　株主意思確認総会の決議は、出席株主の議決権の過半数によって決するものとします。

 

　　(カ)取締役会の不発動決議

　　　当社取締役会は、独立委員会が当該大規模買付行為について不発動決議を行うべき旨勧告した場合、独立委

員会の当該勧告を最大限尊重し、不発動決議を行うことについて取締役としての善管注意義務に明らかに反す

る特段の事情が存しない限り、不発動決議を速やかに行うものとします。

　　　また、当社取締役会は、上記(ⅲ)(オ)に定める株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない旨の

株主意思が示された場合、不発動決議を速やかに行うものとします。

 

　　(キ)大規模買付ルールに従わない大規模買付行為に対する対抗措置の発動

　　　当社取締役会が不発動決議を行うまで、大規模買付者は、大規模買付行為を行ってはならないものとしま

す。当社取締役会は、大規模買付ルールに従わない大規模買付行為が行われ対抗措置の発動が相当である場

合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として、本対応方針に基づく対抗措置を行う

ものとします。本対応方針の対抗措置としては、本新株予約権の無償割当てその他の法令及び当社の定款上許

容される手段を想定しております。

　　　なお、大規模買付ルールに従わない大規模買付行為が行われた場合であっても、本新株予約権の無償割当て

の基準日（以下「無償割当基準日」といいます。）前の日で当社取締役会が定める日までに大規模買付行為を

行った者の株券等保有割合が20％を下回ったことが明らかになった場合（これに準ずる特段の事情が生じたと

当社取締役会が認めた場合を含みます。）には、当社取締役会は当該無償割当てを中止し、その効力を生じさ

せないことができます。この場合、当該無償割当て中止までの間に希釈化を前提とした売買を行った投資家

は、株価の変動により損害を被ることがありますが、投資家の皆様に与える影響を勘案いたしまして、無償割

当基準日の３営業日前の日以降における本新株予約権の無償割当ての中止や割り当てた本新株予約権の無償取

得は予定しておりません。

 

　(ⅳ)株主・投資家に与える影響

　　　本対応方針は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断されるために必要な情報を提供し、

さらには、当社株主の皆様が大規模買付行為に係るより良い提案や、当社取締役会等による代替案の提示を受

ける機会を保証するための相応の検討時間・交渉力等が確保されることを目的としています。これにより、当

社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為への応諾その他の選択肢について適切な判断をされる

ことが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、本対応方

針の設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断をなされる上での前提となるものであり、当社株主

及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

　　　今後、大規模買付意向表明書が提出された場合や当社株主の皆様及び投資家の方々に影響を与える事象が生

じた場合等には、その旨について適用ある法令及び上場規則に基づき適時かつ適切に開示を行っていく予定で

す。

　　　なお、本新株予約権の無償割当てによる対抗措置を発動する場合、本新株予約権が株主の皆様全員に自動的

に割り当てられますので、新株予約権の割当ての申込みに伴う失権者が生じることはありません。また、当社

ウェブサイトに掲載の「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について」の別

紙１のとおり、本新株予約権を当社が一斉に強制取得し、行使条件としております。なお、無償割当基準日の

３営業日前の日以降における本新株予約権の無償割当ての中止や割り当てた本新株予約権の無償取得は予定し

ておりません。
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　　　本対応方針決議が行われた現時点において、株主・投資家の皆様に必要となる手続等はございません。仮に

大規模買付ルールに従わない大規模買付行為が現に行われた場合には、株主の皆様において会社法等の規定に

従い、所定お手続きを行っていただくことが必要となり、本新株予約権の行使にはさらに行使価格相当額の払

込みを所定の期間内に行っていただくことが必要となりますが、これらの場合には、当社株主の皆様、投資家

の方々及びその他の関係者に不測の損害が生じることのないよう、適用ある法令及び上場規則に基づき適時か

つ適切に開示を行う等、適切な方法で対処する予定です。但し、上記のとおり本新株予約権の強制取得が行わ

れる場合には、行使条件を充たしている本新株予約権に対して当社株式が自動的に交付されますので、株主の

皆様に本新株予約権の行使手続をとっていただく必要はございません。なお、特定株主グループに該当しない

ことを確認させていただくための合理的手続を定めることを予定しております。本対応方針は、当社株主の皆

様が大規模買付行為に応じるか否かを判断されるために必要な情報を提供し、さらには、当社株主の皆様が大

規模買付行為に係るより良い提案や、当社取締役会等による代替案の提示を受ける機会を保証するための相応

の検討時間・交渉力等が確保されることを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報の

もとで、大規模買付行為への応諾その他の選択肢について適切な判断をされることが可能となり、そのことが

当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、本対応方針の設定は、当社株主及び投資

家の皆様が適切な投資判断をなされる上での前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資す

るものであると考えております。

 

　　(ⅴ)その他

　　　本対応方針は、平成29年６月29日開催の第73回定時株主総会においてその基本内容につき、株主の皆様の事

前承認を受けております。当該株主総会の承認は、当該定時株主総会から３年（すなわち平成32年６月30日ま

でに開催される当社第76回定時株主総会の終結の時まで）を有効期間とします。当社取締役会は、３年が経過

した時点で、改めて本対応方針に関する株主意思の確認を行い、株主の皆様にご判断いただくことを予定して

おります。当社取締役会は、当該株主総会承認の有効期間中、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く

様々な状況を勘案して、本株主総会承認の趣旨の範囲内で、本対応方針の細目その他必要な事項の決定や修正

等を行うこととします。

　　　本対応方針は、株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない旨の株主意思が示された場合、当社

取締役会は不発動決議を速やかに行うものとしております。また、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる当社社外取締役、当社社外監査役、及び社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任される委員によ

り構成される独立委員会が、株主意思確認総会の招集に先立つ独立委員会検討期間内において、当該大規模買

付行為が当社企業価値を毀損し会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれがないものと認め不発動勧

告決議を行った場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない

限り、速やかに同勧告決議に従い不発動決議を行うこととしています。このように、取締役の地位の維持等を

目的とした恣意的な発動を防止するための仕組みを本対応方針は確保しております。

　　　さらに、当社は、取締役の解任決議要件の普通決議からの加重も行っておりません。本対応方針は、大規模

買付者が自己の指名する取締役を当社株主総会の普通決議により選任し、かかる取締役で構成される取締役会

により、廃止させることが可能です。従って、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員

の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は、期差任期制

を採用していないため、本対応方針はスローハンド型（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができない

ため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　　　本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針の定める適法性の要件及び合理性の要件を完全に充足しています。ま

た、経済産業省企業価値研究会の平成20年６月30日付報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在

り方」の提言内容にも合致しております。

　　　本対応方針は、平成29年５月12日開催された当社取締役会において、出席全取締役の賛成により決定され、

社外監査役３名を含む当社監査役の全員からも、その具体的運用が適正に行われることを条件に賛成する旨の

意見表明を得ております。

 

　　　本対応方針の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の「当社株式に対する大規模買付行為への対応

方針（買収防衛策）の継続について」の本文をご覧ください。

　　（ 参考URL　http：//www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/ir/ ）
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(３) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　航空業界におきましては、航空自由化やＬＣＣの路線拡大等による競争の激化、上下一体化による効率運営を

目指した空港経営改革や首都圏空港の機能強化の具体化に向けた動きが進む中、政府は「観光先進国」という新

たな挑戦に向けて訪日外国人旅客数について２０２０年の目標値を２,０００万人から４,０００万人へ大幅に上

方修正しており、２０１６年の訪日外国人旅客数は２,４００万人を超えるなど、事業環境は大きく変化しつつあ

り、一層競争力強化に向けた取組みが求められております。

　当社グループはこのような変化に対応するため、羽田空港の基盤強化はもとより、これまでに培ったノウハウ

を活かした空港外での事業展開を始め、より一層競争力強化に向けた取組みが必要であると考えております。

　具体的には、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック及び羽田空港の発着枠年間3.9万回の増枠による

国内線第２旅客ターミナルビルの一部国際化に向け確実に対応することが挙げられます。特に後者については、

昨年12月に、国土交通省の「平成29年度航空局関係予算決定概要」に盛り込まれたこともあり、２０２０年春ま

でに増枠対応に向けたターミナルビル拡充計画を着実に推進してまいります。本計画は、当社収益の拡大に寄与

するとともに、内際共用ターミナルビル整備に伴い、際内・内際ハブ機能がより一層強化され、乗継利便向上、

地方への経済効果波及、地方空港の活性化にも資することと認識しておりますので、当社としても積極的に関与

して参りたいと考えております。

　空港外での事業展開におきましては、昨年12月にロシアのハバロフスク国際空港における旅客ターミナル整備

運営事業を共同で実施するにあたり覚書を締結し、協議を推進することを確認いたしました。今後も羽田空港で

培った当社の経験とノウハウを活かして国内外空港の運営権等の入札案件へ積極的に参加し、コンサルティング

業務の提供や国プロジェクト等への技術協力を行うことを通じ、収益機会の拡大を推進してまいります。

　また、日本の玄関口として世界最高水準の安全性確保はもとより、地方創生事業の推進や最先端技術の導入を

図りながら、SKYTRAX社の空港評価における連続受賞など羽田空港の包括的なブランディングに努めてまいりま

す。そして、他業種との連携や羽田空港外への展開により事業領域の拡大を進めるとともに、羽田空港国内線旅

客ターミナルビルの顧客満足度の向上と収益拡大に向けた施設の改修やオペレーション改善による効率化など、

確固たる羽田空港の基盤強化に努めてまいります。

　営業面における当面の課題としては市中免税店事業への対策が柱となりますが、中長期的にも増加が見込まれ

る訪日外国人による国内消費を確実に取り込むべく、必要な施策を実施してまいります。当社を取り巻く事業環

境の変化および課題を的確に捉えつつ、新たな価値を創造する環境の整備や株主・投資家に対する対話機会の拡

大と各施策の確実性を高めるために組織・ガバナンスの再編・強化を図りながら、中期経営計画を推進してまい

ります。

　当社は、空港法に基づく、羽田空港における国内線旅客ターミナルビルを建設・管理運営する空港機能施設事

業者としての責務を果たすべく、今後とも日本経済や航空業界の動向等を見極め、公共性と企業性の調和という

基本理念と中期経営計画に基づき、グループ一丸となって旅客ターミナルビルの利便性、快適性及び機能性の向

上を目指し、顧客第一主義と絶対安全の確立に努め、絶え間ない羽田空港の価値創造と航空輸送の発展に貢献す

ることにより、企業価値の向上を図ってまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 288,000,000

計 288,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発
行数（株）

（平成29年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 84,476,500 84,476,500
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 84,476,500 84,476,500 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

 平成29年４月１日～
 平成29年６月30日

－ 84,476 － 17,489 － 21,309

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,247,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 81,206,200 812,062 －

単元未満株式 普通株式    22,800 － －

発行済株式総数 84,476,500 － －

総株主の議決権 － 812,062 －

 

②【自己株式等】

平成29年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本空港ビルデング
株式会社

東京都大田区羽田空
港3-3-2
第１旅客ターミナル
ビル

3,247,500 － 3,247,500 3.84

計 － 3,247,500 － 3,247,500 3.84

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,240 31,993

売掛金 16,991 15,201

有価証券 7,000 7,000

商品及び製品 7,687 7,402

原材料及び貯蔵品 178 157

繰延税金資産 1,146 1,135

その他 2,334 2,548

貸倒引当金 △23 △28

流動資産合計 67,555 65,410

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 277,768 278,023

減価償却累計額及び減損損失累計額 △197,790 △199,375

建物及び構築物（純額） 79,978 78,648

機械装置及び運搬具 10,878 10,919

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,384 △8,526

機械装置及び運搬具（純額） 2,494 2,393

土地 11,412 11,412

リース資産 2,070 2,158

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,271 △1,342

リース資産（純額） 799 815

建設仮勘定 1,064 1,330

その他 30,524 30,652

減価償却累計額及び減損損失累計額 △25,582 △25,851

その他（純額） 4,941 4,800

有形固定資産合計 100,690 99,401

無形固定資産 1,812 1,785

投資その他の資産   

投資有価証券 27,846 29,149

長期貸付金 6,665 6,663

繰延税金資産 4,999 4,747

退職給付に係る資産 538 572

その他 2,933 2,931

貸倒引当金 △16 －

投資その他の資産合計 42,967 44,065

固定資産合計 145,471 145,252

資産合計 213,026 210,662
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,695 8,358

短期借入金 9,712 9,712

未払法人税等 1,913 1,210

賞与引当金 1,477 698

役員賞与引当金 227 58

その他 13,570 12,971

流動負債合計 35,596 33,010

固定負債   

新株予約権付社債 30,096 30,090

長期借入金 13,450 11,850

リース債務 527 572

退職給付に係る負債 4,254 4,198

資産除去債務 464 466

その他 3,198 3,193

固定負債合計 51,992 50,371

負債合計 87,588 83,382

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,489 17,489

資本剰余金 21,337 21,337

利益剰余金 84,054 85,314

自己株式 △3,244 △3,245

株主資本合計 119,637 120,895

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,444 5,938

繰延ヘッジ損益 △1,545 △1,524

為替換算調整勘定 52 51

退職給付に係る調整累計額 △776 △713

その他の包括利益累計額合計 3,174 3,752

非支配株主持分 2,626 2,631

純資産合計 125,438 127,280

負債純資産合計 213,026 210,662
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

営業収益   

家賃収入 3,220 3,295

施設利用料収入 4,167 4,453

その他の収入 5,568 6,251

商品売上高 31,956 33,616

飲食売上高 3,983 4,142

営業収益合計 48,896 51,759

売上原価   

商品売上原価 23,939 25,443

飲食売上原価 2,568 2,646

売上原価合計 26,507 28,090

営業総利益 22,389 23,669

販売費及び一般管理費   

従業員給料 2,222 2,301

賞与引当金繰入額 631 665

役員賞与引当金繰入額 60 58

退職給付費用 240 239

賃借料 3,141 2,985

業務委託費 5,356 5,876

減価償却費 2,832 2,585

その他の経費 6,179 6,169

販売費及び一般管理費合計 20,664 20,881

営業利益 1,724 2,787

営業外収益   

受取利息 157 156

受取配当金 216 223

持分法による投資利益 601 572

雑収入 142 135

営業外収益合計 1,118 1,088

営業外費用   

支払利息 117 81

固定資産除却損 21 25

雑支出 8 11

営業外費用合計 148 118

経常利益 2,694 3,758

特別損失   

固定資産除却損 － 4

その他の投資評価損 － 4

特別損失合計 － 8

税金等調整前四半期純利益 2,694 3,749

法人税等 884 1,079

四半期純利益 1,809 2,669

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△6 29

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,816 2,640
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 1,809 2,669

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △621 499

為替換算調整勘定 △2 △0

退職給付に係る調整額 70 61

持分法適用会社に対する持分相当額 881 27

その他の包括利益合計 328 588

四半期包括利益 2,138 3,257

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,147 3,218

非支配株主に係る四半期包括利益 △8 39
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成29年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

日本エアポートデリカ株式会社

（借入債務）

225百万円 日本エアポートデリカ株式会社

（借入債務）

225百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 2,851百万円 2,612百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,462 18.0 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,380 17.0 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
 

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

 
施設管理
運営業

物品販売業 飲食業 計

売上高       

外部顧客への売上高 12,367 32,057 4,471 48,896 － 48,896

セグメント間の内部売上高

又は振替高
449 188 602 1,239 (1,239) －

計 12,816 32,245 5,073 50,136 (1,239) 48,896

セグメント利益 1,299 1,669 32 3,001 (1,277) 1,724

　（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない親会社本社の総務部門等

　　　　　　管理部門に係る費用1,280百万円が含まれております。

　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
 
　　　　　　 該当事項はありません。

 
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
 

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

 
施設管理
運営業

物品販売業 飲食業 計

売上高       

外部顧客への売上高 13,283 33,756 4,719 51,759 － 51,759

セグメント間の内部売上高

又は振替高
517 196 609 1,322 (1,322) －

計 13,800 33,952 5,329 53,082 (1,322) 51,759

セグメント利益 1,679 2,348 154 4,182 (1,395) 2,787

　（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない親会社本社の総務部門等

　　　　　　管理部門に係る費用1,395百万円が含まれております。

　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
 
　　　　　　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 22円37銭 32円50銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
1,816 2,640

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半

期純利益金額（百万円）
1,816 2,640

普通株式の期中平均株式数（千株） 81,229 81,228

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
21円33銭 31円01銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
△4 △4

（うち受取利息（税額相当額控除後）

（百万円））
(△4) (△4)

普通株式増加数（千株） 3,737 3,751

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

－ －

 

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年８月14日

日本空港ビルデング株式会社

取 締 役 会　御 中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 稲垣　正人　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小野原　徳郎　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　重義　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本空港ビル

デング株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成

２９年４月１日から平成２９年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２９年４月１日から平成２９年６月

３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利

益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本空港ビルデング株式会社及び連結子会社の平成２９年６月３０日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途

保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

日本空港ビルデング株式会社(E03863)

四半期報告書

25/25


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

